
第第第第２２２２回廿日市市回廿日市市回廿日市市回廿日市市景観景観景観景観審議会会議録審議会会議録審議会会議録審議会会議録    要旨要旨要旨要旨 

 

 

１ 会 議 名     第２回廿日市市景観審議会 

 

２ 開 催 日 時   平成２７年１０月２０日（火）  １４時００分から１６時００分まで 

 

３ 場   所   廿日市市役所 ３階 政策審議室 

 

４ 出 席 委 員   稲田恵子    ・岡本礼子    ・梶本歌子    ・正木文雄 

 

三浦浩之    ・森保洋之    ・塩田ひとし   ・中山隆弘 

 

細見 恵    ・山田延弘 

 

 

５ 欠 席 委 員   佐藤 洋    ・吉田正裕        

 

 

６ 議事 

（１） 開 会 

 （２） 議 案 

第１号議案 廿日市市景観審議会会長の選出について 

第２号議案 はつかいち景観百選の実施について 

（３） その他 

      ・景観届出申請状況 

・宮島口まちづくり国際コンペについて 

 

７ 公開、非公開の別  公開 

 

８ 傍聴人の人数    １人 

 

９ 事務局職員   市長 眞野勝弘       ・建設部都市・建築局長 向井敏美  

 

          都市計画課長 上原寿文   ・都市計画課課長補佐兼都市計画係長  戸嶋伸二 

 

          主査 横瀬文彦       ・主事 常石佳那 

 

 

10 説 明 員   都市計画課長 上原寿文  

 

11 結   果 

 

第１号議案 森保委員を会長に選任し、三浦委員を職務代理者に指名する。 

 

   第２号議案 大枠は原案のとおりとするが、検討事項等について森保会長及び三浦委員に確 

 



   認し、調整する。  

 

12 その他の必要な事項 

 

     次の２件を報告した。 

 

    ① 景観届出申請状況 

 

    ② 宮島口まちづくり国際コンペについて 

 

 

13 発言の要旨 

 （１） 開会挨拶 

 （２） 出席者紹介 

 （３） 審議会成立の報告 

 （４） 第１号議案 廿日市市景観審議会会長の選出について 

     会長に森保委員を選任した。 

 （５） 会長挨拶 

 （６） 廿日市市景観審議会会長の職務代理者の選任について 

     会長の職務代理者に三浦委員を選任した。 

 （７） 第２号議案 はつかいち景観百選の実施について 

   〈Ａ委員〉〈Ａ委員〉〈Ａ委員〉〈Ａ委員〉 

     事務局からご説明をお願いいたします。 

   〈事務局〉〈事務局〉〈事務局〉〈事務局〉 

     ※議案集より説明 

   〈Ａ委員〉〈Ａ委員〉〈Ａ委員〉〈Ａ委員〉 

     この案件につきまして、質疑がありましたら、よろしくお願いします。 

 それでは、私のほうからさせてください。１ページでございます。募集要項（案）として表

紙が載っています。先ほど「景観百選」の「百」を、数字の「100」でなくて、この「百」に

したという説明がありましたが、「はつかいち」という字そのものを平仮名にしているという

特色がございます。「廿日市」そのものが、ある会で「廿」をそうでなく「甘」と読まれたこ

とがありました。ですから、「はつかいち」というのは平仮名にされたことの意味も、優しい

表現でよいと思いますが、そういう意図でよろしいですか。 

   〈事務局〉〈事務局〉〈事務局〉〈事務局〉 

     はい、そのとおりです。「廿」という字が甘いという字に読まれることもありますが、平仮

名のほうが優しいということがありまして、数字の「100」を漢字の「百」に変えたことで、

この「はつかいち景観百選」という題字そのものが優しく、景観という意味にふさわしいとい

うことで考えました。 

   〈Ａ委員〉〈Ａ委員〉〈Ａ委員〉〈Ａ委員〉 

分かりました。ありがとうございました。 

     ２ページですが、募集対象ということで、景観の種類というのが大きく２つございまして、

枠組みが５つあるわけです。景観計画での骨組みを考えると、それからさらに整理されたと私

は理解しました。例えば、一番上の自然のところが自然的な要素、歴史と現代的施設・都市の

ところが有形的な要素、形のある要素で施設・空間要素とします。それから、その下の人々の

営みのところが無形的な要素、形のない要素で、上が多分、生活の景色、生活景、それから下

が産業景と理解しました。そういう意味で、全体の景観計画の枠組みを整理していただいたと、

そのような理解でよろしいですか。 

   〈事務局〉〈事務局〉〈事務局〉〈事務局〉 

     そのとおりでございます。 

   〈Ａ委員〉〈Ａ委員〉〈Ａ委員〉〈Ａ委員〉 



     それから少し気になる表現がございまして、反社会的勢力という表現はいかがなものかと。

これは何ですかと市民の方や応募者が尋ねたときに、きちんと答えにくい表現だと思いますの

で、検討いただきたいです。 

     それから、募集者の資格についてですが、何点も応募できることはいいのですが、例えば、

同じ方が同じ場所を幾つも応募すると、その分の数が増えます。同じ人が云々、それから誰か

に頼んで、同じ場所を応募させることもあるので、注意していただきたい。つまり何点でもい

いけれど同じ場所はだめだと。違った場所、異なった場所については何点でもいいというよう

にされたほうが安全だと思います。 

それから、対象者についてですが、普通に考えると、大体、応募する方の年齢層とか絞れて

きます。つまり、小中学校の若い人や廿日市市に勤務されている方、幅広の対象者に応募して

いただくような仕掛けが要るのではないかと思います。そういう意味で、どういう仕掛けをさ

れるのかということで、幅広の人の目につき、応募したいという気持ちになるような仕掛けが

必要ではないかと考えます。 

     それから、４ページのところですけれども、＜選択：可能な範囲で・・・＞というところは、

下の４つの意味だと思いますので、＜以下は・・・＞と書かれたほうがすっきりすると思いま

す。 

     それから、５ページのところですけれども、メールを使っていないという人がおられますの

で、ファクスとか、電話でも普通の電話は持っておらず、携帯ですという人もおられますので、

少し詳しく検討をいただきたいです。 

     それから、７ページのところですが、視点の１、２、３ですが、「度合い」という表現を、

むしろとられたらどうかと。「景観そのものの度合い」というのは、ちょっと分かりにくいで

すね。そういうふうに個人的には思いましたので、視点、「景観そのもの」でもよいのかもし

れないとは思いました。「度合い」の表現を変えられれば、それはそれでよろしいかなという

ふうには思うわけでございます。 

 それから、活用についてですけれども、これ実はたくさんあって、委員の先生方にもぜひご意見をい

ただければと思うんですけれども、ちょっと申し上げておきますけれども、「はつかいち景観

百選」がどういう目的で行われるかについてのご説明があって、それができたらどういうふう

にこれを活用していくのかということについては、一番後ろにある各行政体、ほかのまちの事

例を見ても、いろんな例が実はございますね。また、これらをもとに、考えることもできるわ

けです。ですから、ぜひ、この辺のところのご意見をいただければというふうに思います。景

観百選だけすれば景観計画ができるのかということになると、それだけでないわけで、むしろ

景観計画の始まりが景観百選のメインなわけで、それを育てることと、景観百選以外のことも

やっていこうという、このシナリオが多分要るのだろうというふうに私は考えております。こ

の点も、私個人の意見でございますけれども、ぜひ委員の先生方のご意見を賜りたいものだと

いうふうに考えておるわけでございます。 

 ほかのまちでは、百選とか選定されると、お礼といいましょうか、謝礼といいましょうか、感謝の気

持ちで記念品とかいろいろございまして、なかなか難しいんですけれども、その辺のところは

どうされるのかということも、ちょっとお教えいただければというふうに思います。 

 それから、８ページの図のことですが、この図はこの景観計画について書いてありますが、この部分、

私は最後にかかわったので、ここについては意見を申しにくいのですけれども、場所とか施設

とか建物とかというものについて、この色刷りの中で、その位置づけが少々分かりにくいわけ

です。これを今後、どこかに言葉を加えて分かりやすくする必要があるというふうに思います。 

 それからもう一つ、大事なことなんですけれども、景観形成要素と景観資源というのが、その色刷り

の下にございますけれども、このたびの景観のいろんな切り口を整理される中で、いわば生活

の景色、生活景ですね、これが大変大事な要素として浮かび上がってきたわけですね。そうす

ると、生活景というのは、景観形成要素には入らないのかどうか、むしろ景観資源だけなのか

どうかというところは整理しておいたほうが多分よいだろうというふうに思いますので、生活

景、先ほどの枠組みで申し上げると、５つほどあった中で、人々の営みに関する２つの生活・

文化、生業・産業についてですけれども、それは景観資源だけなのか、景観形成要素にも入る

のかというところですね、これらについて整理をしておくと、この景観計画との関係がきれい



になるというふうに思います。ということが私の思いです。 

 それから、ざっと言ってしまいますけれども、13 ページですね、13 ページは公募・選定の手順とい

うことでご説明をいただいたんですけれども、私は、先ほどワークショップのことを大変評価

したいという意味であえて申しましたが、このシナリオからすると、景観百選を考える上での

シナリオづくりにワークショップが役立ったという形なんですが、またワークショップの、私、

パネルを見せていただいたことがございますが、その中にはいろんな要素、つまり今回上がっ

てほしい要素が上がっているんですね。つまり何を申し上げたいかというと、「はつかいち景

観百選」のシナリオ、枠組みを考えるためにワークショップの成果はあったというだけでなく

て、次に申し上げたいのは、ワークショップで得られたいろいろな要素は大事なものなんじゃ

ないかと。それをどう考えるか。つまりチェックリストとして使っていくとか、何かしていく

と、せっかくの各地域での動きからいただいた情報が生き生きとするのではないかというふう

に考えるわけでございます。そういう意味で、ワークショップの成果を生きるような形にする、

ぜひワークショップの成果が息づくような形をご検討いただくとありがたいと思います。総じ

て、件数で一応見るようですけれども、件数は大事にするが、件数だけでなくて意味でまとめ

ていく必要があり、その意味の部分が、我々審議会の委員が担うというふうに考えたらどうか

というふうに考えます。全体のシナリオはこれで結構だと思いますけれども、そこのところが

大変大事なことになるんじゃないかというふうに考えるわけでございます。 

 それから、これからのこととして、14 ページ以降が─ごめんなさい、14 ページは全体の説明ですね。

これはこれで結構だと思います。 

 それから、16 ページも先ほど申したことでございます。17 も結構です。 

 18 ページについては、この百選が動いて、次回の審議会までに百選のいろんなこと、事務的なこと

で相当追われていくと思うのですが、何か並行して、一つでも並行して何かできることがあれ

ばやっていくということができればいいなと。例えば、先ほどワークショップの成果を我々の

ほうで読み取るとかいうこともあるかもしれませんので。今まで随分、失礼ですが、あいてし

まったので、その思いを、ここまで行政の皆さんが、事務局として練っていただいたものをつ

なげて育てるお手伝いができればありがたいなと、私個人はですね、そういうふうに考えるわ

けでございます。 

 それから、次回以降についてはこれからなんですけれども、ちょっと申し上げておきますけれども、

景観資源とか、見えるとか、その場所がどうだとかいうことがありますけれども、その場所を

育てる、つまり視点場がよい視点場になるとか、そういうシナリオがこれから検討されていく

必要があると思いますので、ぜひ、この次回以降については、いろんな広い、例えば、育てる

景観というふうなことのＰＲも含めて、一緒に審議ができればありがたいなというふうに今思

うわけでございます。 

 皮切りに、全体について、コメント及び質問含めて─質問についてはお答えいただいたものですから

よろしいと思うんですけれども、出させていただきました。 

 すみません、先にばばっと言ってしまいましたけれども、ぜひご意見いただければと思います。いか

がでございましょうか。 


